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日本私立大学団体連合会 

令 和 ６ 年 度 事 業 計 画 

令和６年３月２８日 

 

令和６年度の事業は、高等教育及び私立大学を取り巻く諸情勢を踏まえ、日本私立大学

団体連合会（以下「本会」という。）の目的を達成するため、以下の通り計画する。 

令和６年度は、令和５年度に引き続き「私立大学に対する公財政支出のあり方及び要求

の策定並びに実現活動に関する事業」に重点を置いて効果的・積極的に活動を展開すると

ともに、対外的な情報発信機能を強化する。 

 

１．私立大学に対する公財政支出のあり方及び要求の策定並びに実現活動に関する事業 

【所掌：役員会、公財政改革委員会】 

私立大学を基幹とする高等教育政策の構造的大転換を推進し、公正な競争環境の実現に

向け、財政支援のあり方と拡充方策並びに税制の改善方策について検討・提言を行うなど、

適切に対応する。 

また、補助金要求及び税制改正の要望活動において、私立大学の主張を展開するととも

に、広く社会や関係方面（国会議員、報道関係者等）への理解と支援を図り、効果的・積

極的に活動を展開するなど、組織的な対応を強化する。 

特に、令和６年度政府予算における私立大学等経常費補助金にかかる「時代と社会の変

化を乗り越えるレジリエントな私立大学等への転換支援パッケージ」、高等教育修学支援

新制度における多子世帯や理工農系の学生等の所得中間層に対する支援拡大の動向や大

学院（修士段階）における授業料後払い制度の創設を含む教育費にかかる学生支援等のあ

り方について、引き続き情報収集・分析を行うとともに、その改善に向けて政府・与党や

関係機関の動向を注視し、適切に対応する。 

 

（１）私立大学にかかわる補助金要求と実現活動 

18歳人口減少の加速、デジタル化、気候変動、人工知能の発展をはじめとする様々な社

会環境の変化等を踏まえ、令和７年度私立大学関係政府予算に関する基本的考え方及び要

求内容をとりまとめ、私立学校振興助成法の目的達成に向け、私立大学における教育研究

の基盤整備及び活性化をはじめ、学生に対する経済的支援に不可欠な各種補助金の拡充等

の実現に努める。 

また、高等教育にかかる教育投資や教育財源の確保とともに、学生の学修の機会均等に

向けた国私間格差の是正など、国の政策として公正な公費支出のあり方について、「教育

財源確保に関する小委員会」（平成２９年１２月）がとりまとめた提言を踏まえ、政府におけ

る検討状況等を見極めつつ、引き続き適切に対応する。 

 

（２）私立大学にかかわる税制改正要望と実現活動 

私立大学に対する寄附文化の醸成と教育費の負担軽減を図る観点から、令和７年度私立

大学関係税制改正に関する基本的考え方及び要望内容をとりまとめ、学校法人にかかる税
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制上の改善の実現に努める。 

特に、税制上の諸方策を検討し、その改善の実現に努めるとともに、学校法人に対する

現行特例措置の維持・拡充に努める。 

 

２．国の高等教育政策にかかわる私立大学の要請等に関する事業 

【所掌：高等教育改革委員会】 

中央教育審議会（第12期）、教育未来創造会議、科学技術・イノベーション会議やデジ

タル田園都市国家構想実現会議をはじめとする政府・与党の施策や関係機関の審議動向を

注視し、18歳人口減少の加速や産業構造の変化等を踏まえた今後の高等教育政策に関する

重要課題について、私立大学の存立・発展の観点から総合的に検討し、適切に対応する。 

特に、中央教育審議会大学分科会高等教育の在り方に関する特別部会における高等教育

全体の適正規模やアクセス確保のあり方、国公私の設置者別等の役割分担のあり方や高等

教育の改革を支える支援方策のあり方の検討、大学間連携・統合、政府による大学・高専

機能強化支援事業、地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）、デジタル田園

都市国家構想基本方針や都市圏以外に所在する私立大学の振興と地域活性化や地方創生

の観点からの私立大学の振興にかかる施策の推進動向を踏まえ検討し、適宜対応する。 

 

３．私立大学の教育・研究の質的向上のための交流促進に関する事業 

【所掌：各種委員会】 

私立大学における教育・研究の質的向上のため、中央教育審議会をはじめとする政府・

与党の審議動向等を注視するとともに、教育の質保証システムのあり方について総合的に

検討し、適切に対応する。 

特に、教育の質保証のための学修成果の可視化や評価基準の適正化、学生の定員管理と

教員の数（ＳＴ比の改善）や質の充実、大学院を中心とした高度専門人材の育成やリスキリ

ングを含めたリカレント教育など、教学マネジメント改革に向けた方策について、大学設

置基準の一部改正への私立大学の対応状況も踏まえ検討し、適宜対応する。 

また、構成団体における加盟大学の教育の質的転換に資するため、各団体の教育・研究

にかかる事業等の相互交流の促進を図る。 

 

４．私立大学における経営の充実・強化並びに管理運営の適正化の促進に関する事業 

【所掌：大学経営委員会、私立大学経営倫理委員会】 

私立大学の多様で自律的なガバナンスを担保するため、引き続き学校法人のガバナンス

改革及び経営基盤の充実・強化策等について総合的に検討し、適切に対応する。 

特に、私立学校法の改正（令和５年改正）、学校法人会計基準の改正や大学設置基準の

一部改正（令和４年10月）、情報の公表（教育研究・財務経営情報）の推進、大学ポート

レート（私学版）の充実、ガバナンス・コード（私学版）の周知・改善、管理運営制度の

改善、経営指標のあり方、将来計画（中長期計画）の策定、破綻処理手続のあり方、社会

保障・税番号（マイナンバー）制度の運用、公的研究費の管理体制など、私立大学の財務・

人事にかかる諸制度の変更を踏まえた私立大学経営の充実・強化に関する諸課題について

検討し、適宜対応する。 
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また、私立大学の経営倫理確立に向け、引き続き平成元年制定（平成２０年改訂）の「私

立大学経営倫理綱領」及び「私立大学の経営に関する指針」等の啓発・周知徹底に努める

とともに、管理運営の適正化の積極的な促進と発生した問題に適切に対応する。 

 

５．私立大学に共通する重要事項に関する事業 

【所掌：高等教育改革委員会、就職問題委員会、国際交流委員会等】 

上記事業のほか、高大接続改革（大学入学共通テスト等）、インターンシップを含めたキ

ャリア教育・就職支援、ポストコロナ時代におけるグローバル化・国際連携の推進、日本

語教育のあり方・振興策、教員養成、障害学生の修学支援、認証評価（第三サイクル）、地

域共創（都市と地方間の格差是正等）、社会や産官学との連携、男女共同参画、学術研究の

健全性向上、地球温暖化対策、大学スポーツの振興（大学スポーツ協会（ＵＮＩＶＡＳ））、著作

権問題、科学技術・イノベーション政策、憲法第８９条問題（私立学校法等関連）など、私

立大学に共通する重要事項や今日的課題について引き続き検討し、適切に対応する。 

また、Society5.0時代における人材育成のための産学連携、就職・採用やインターンシ

ップのあり方にかかる検討など、日本経済団体連合会等との協議・連携を図り、適切に対

応する。 

なお、日本語教育については、私立大学における留学生に対する日本語教育の質的充実・

向上を図るとともに、日本語教育機関の認定等に関する法律（令和６年４月施行）にかか

わる国の動向及び課題、私立大学の取り組みについて適切に対応する。 

 

６．その他、本会事業の企画・立案・調整に関する事業 

【所掌：役員会、公財政改革委員会、私立大学災害対策委員会】 

上記事業の推進に資するため、本会の機能強化を図るとともに、諸事業の点検、事業間

の連携・調整等を行う。 

また、大規模災害により被災した学生及び私立大学等の支援・対策活動に取り組むとと

もに、大学施設の耐震化促進や防災機能の強化及び激甚災害制度の改善に向け、その改善

の実現に努める。さらに、大学等教育機関における感染症対策をはじめとするリスク管理

策についても適切に対応する。 

 

７．事業の実施体制 

以上の事業を遂行するため、役員会及び以下の委員会を設置するとともに、必要に応じ

て役員会が設置する委員会等において対応する。 

また、構成団体における検討状況を踏まえ、その意見調整に当たっては、事務局長・参

与会、懇談会、連絡会等を適宜開催のうえ対応するとともに、全私学連合をはじめ関係機

関との連携を図りつつ、効果的に適宜対処する。 
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〔令和６年度設置委員会等〕 

〇高等教育改革委員会 

〇公財政改革委員会 

〇就職問題委員会 

〇国際交流委員会 

・日本語教育推進運営委員会 

〇大学経営委員会 

〇私立大学経営倫理委員会 

〇私立大学災害対策委員会 

 

 

【経過措置】 

 任務終了に伴い、以下の小委員会を廃止する。 

○教員養成問題に関する小委員会 

○学術研究の健全性向上に関する小委員会 

 


